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はじめに 

 
千葉県は、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、首都圏に近い立地 

条件を生かして全国屈指の農業県として発展してきました。 

 

しかし、近年、農家の高齢化や担い手の減少に伴い、耕作されない農地

が増加しています。これからの本県農業を維持発展させていくためには、

担い手農家を育成するとともに、他産業からの就農希望者や企業など 

多様な担い手を確保することが重要な課題となっています。 

  

県では、平成２９年１２月に策定した「千葉県農林水産業振興計画」に

おいて、次代の農林水産業を支える多彩な経営者の育成のなかで、企業の

農業参入を位置付け、支援を行うこととしています。 

 

企業が本県農業へ参入する場合、農地の有効利用のみならず、本県の 

特長を生かした市場流通や直接販売、宅配、観光農園等、企業の経営  

ノウハウを生かした様々な経営展開が期待されます。 

 

このハンドブックでは、企業の皆様が農業参入する際に必要となる 

基本的な事項や、参入に当たっての課題を整理しました。 

 

企業の皆様が、様々な事業により培った経営ノウハウや経験を   

生かして、地域に根ざした農業の担い手として参入・定着できるよう  

御活用いただければ幸いです。 
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本ハンドブックは、令和３年１１月時点の情報に基づいて作成

したものです。 
今後、関連する法令・制度等が変更された場合、内容が変更と

なる可能性がありますので御注意ください。 
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１ 農業参入にあたっての留意事項 
 

 

 

  

（１）農業や農村地域の理解 

農地は、農家にとって職場であるとともに、先祖から受け継いだ大切な資産です。 

住居と農地（＝職場）が近接する農村地域では、見知らぬ企業が参入するという 

ことに対して、農業生産の面、暮らしの面の両面から大きな不安を抱く住民も少なく

なく、参入の際には地域社会との調和が不可欠です。 

参入にあたっては、地域社会の一員となる気持ちを持ち、参入目的を説明するなど

して、地域農家や関係機関から信頼を得られるようにすることが重要です。 

 

（２）農業参入のリスクの把握 

農業は、天候により農産物の収量や品質が左右され、市場価格の下落や気象災害等

の被害により、投資した資金の回収ができないリスクが想定されますので、留意が 

必要です。 

（３）農業への参入プランの明確化 

「農業」といってもさまざまな分野があります。米・野菜・果樹・花き・畜産など

の中から、市場性がある農産物を選定することが重要です。 

農産物の生産においては、品目によってそれぞれ適した気象条件や土壌条件が 

あるため、作りたい品目に合う候補地（農地）を選定することが重要です。 

また、周囲の環境への影響が大きく、参入地域が限定される品目もありますので、

候補地（農地）の選定にあたっては留意が必要です。 

（４）農業に関する法律や制度の理解 

農業に関する関係法令として、農地法や農業経営基盤強化促進法等があります。 

企業が農業に参入する際、農地を利用した農業経営をする場合には、農地法や農業 

経営基盤強化促進法等による許可が必要となります。 

（５）農業技術の習得と人材の育成 

企業の持つ経営ノウハウや資金力などは、農業参入において大きなメリットとなり

ますが、農業経営の成否は、農産物の安定生産にかかっており、安定生産のためには

農業技術の習得がかかせません。農業技術の習得は、一朝一夕にはいきませんので、

参入プランに明確に位置付けることが必要です。 
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２ 農業参入の流れ 

 企業が農地を利用して農業に参入する手順は以下のとおりです。 

 次ページ以降、（１）から（５）について、詳細に解説します。 

  

（１）農業参入プランの作成 

（２）参入する地域の選定 

（３）参入する農地の選定 

（４）具体的な経営計画の検討・作成 

（６）営農開始 

（７）農地の利用状況について報告 

（５）農地の権利移動 
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円滑に農業に参入するには、参入目的を明確にした上で、具体的な農業参入プラン

を作成することが重要です。 

農業参入プラン作成にあたっては、以下の項目について明確にしてみましょう。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）農業参入プランの作成 

〇 参入目的 

農業参入の目的を、地元住民や市町村などの関係機関に説明することは、企業に

とっても支援する関係機関にとっても永続的な営農の観点から重要です。 

事業の目的 

人材の活用 

独自性、優位性（親会社の販売ルート活用など） 

安全・安心な加工原料の確保 など 

 

〇 農業経営の計画 

  どのような形態で農業に参入するのか、どのような品目を生産するのか、生産 

した農産物はどのように販売するのか等について、次の項目を参考に計画を立て 

ましょう。 

参入の形態（「参考資料１：農業参入の形態について（ｐ.４）」参照） 

生産する品目 

営農の規模（必要とする農地面積、施設規模） 

参入希望地域 

販売戦略（だれに、どのように売るのか） 

初期投資コスト、ランニングコスト（資金計画、借入先、返済方法等） 

〇 農業経営に必要な要素の取得方法 

 農業経営を行うために必要な要素について、どのように取得するのか計画を立て

ましょう。 

農業技術 

農業機械・施設等 

農地 

資金 

労働力（巻末資料の（公社）千葉県園芸協会「農業無料職業紹介事業」を参照） 
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農業機械販売業者等

が、所有する農業機械

を使い、現在の会社 

組織のまま農作業を 

請け負い、作業料金を

得る形態です。 

参考資料１：農業参入の形態について 

  

企業が農業に参入する際の形態は、農畜産物の生産、農地の利用、農地の所有の  

有無などにより、主に４つのパターンに分かれます。 

企業が農業に参入する方法の詳細については、「３ 企業が農業参入する場合の要件

について（ｐ.６）」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 農地所有適格法人の条件を満たす法人は、農地の借り入れも可能です。 

農業参入希望企業  農畜産物を生産するか？ 

生産しない 生産する 

農地を利用するか？ 

利用しない 利用する 

パターン３ 

農地を使わないで農
業を行う 

農地を所有するか、借入するか？ 

借入 所有 

パターン４ 
農家の農作業を請け
負う 

パターン１※
 

農地所有適格法人の
要件を満たし（又は要
件を満たす法人を設
立し）、農業を行う 

パターン２ 

農地を借り入れて農
業を行う 

（ 解 除 条 件 付 き の 
貸借権の設定） 

企 業 が 農 地 所 有 適 格 

法人の要件を満たす法人

を設立したり、既存の

法人に出資して構成員

として農業経営に参画

するなどの形態です。  

 

農業関連事業が売上高

の過半を占めるなどの

要件があります。 

企業が農地を借りて、

自ら農作物の生産を 

行う形態です。 

 

貸借契約において農地

を適切に利用していな

い場合の解除条件を 

付すことなどの要件が

あります。 

農地以外の土地を利用

して、企業が生産施設

（植物工場等）を建設

して農業生産を行う 

形態です。 
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農業参入プランを実践するためには、生産する品目等に適した農地の確保が必要 

です。生産しようとしている品目に適した気象条件・土壌条件や出荷・販売のための

利便性などについて検討を行い、参入する地域の選定を行いましょう。 

なお、県内の主要品目の産地については、巻末の資料を参照してください。 

 

 

   

参入希望地域における参入可能農地の有無について確認するため、まずは参入を

希望している市町村の農業委員会へ相談をしましょう。 

  また、千葉県では企業に貸すことのできる農地情報について公益社団法人千葉県

園芸協会（千葉県農地中間管理機構）のホームページ上で公開しています。詳しく

は、「５ 千葉県における企業参入推進体制について（ｐ.９）」を参照してください。 

 

 

   

参入する地域や農地がおおよそ決まったら、設定した売上目標について具体的な

経営計画の検討・作成を行いましょう。参入後の経営を安定させるためには、以下

の項目について、できる限り正確な情報を集め、経営計画を立てることが重要です。 

 品目（作型・品種）ごとの生産規模（面積・生産量） 

 生産物の販売計画（標準的な収穫量、販売単価、市場平均価格等） 

 生産コスト（例）物財費：種苗費、肥料費、農薬費、農機具費など 

諸経費：土地改良費、支払地代など 

 労働時間（月別、旬別の労働時間配分） 

 機械・施設等の利用計画 

 資金計画 

 

 

 

  農地の売買や貸借では、当事者間の契約だけではその効力を生じません。農地 

所有者と耕作者との間の契約に加え、農地法、農業経営基盤強化促進法又は農地 

中間管理事業の推進に関する法律に基づく許可等を得る必要があります。 

  農地の権利移動の手順については、「４ 農地の権利移動の手順について（ｐ.８）」

を確認してください。 

（２）参入する地域の選定 

（３）参入する農地の選定 

（４）具体的な経営計画の検討・作成 

（５）農地の権利移動 

※巻末資料の農業経営実施

計画書（参考様式）を参照 
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３ 企業が農業参入する場合の要件について 

 

（１）基本的な要件（個人と共通） 

  ① 耕作の権限を有する農地のすべてを効率的に利用 

    農地を効率的に利用するための営農計画を持ち、必要な機械や労働力、営農

技術を持っていること 

  ② 一定の面積を経営 

    農地取得後の農地面積の合計が、原則５０ａ（北海道は２ｈａ）※１以上で  

あることが必要 

※１ 市町村農業委員会が地域の実情に応じて別途設定している場合があります。 

  ③ 周辺の農地利用に支障がない 

    水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用

する等の行為をしないことなど 

    注：個人の場合は、①～③に加えて、必要な農作業に常時従事することが必要 

 

（２）農地を所有したい場合の要件（農地所有適格法人の要件） 

   農地を所有する場合は、（１）基本的な要件に加え、以下の①から④までの  

農地所有適格法人の要件を満たすことが必要です。 

なお、農地所有適格法人は農地を借りることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①法人形態要件 株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、持分会社

（合名会社、合資会社、合同会社） 

②事業内容要件 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の 

関連事業を含む)[売上高が過半] 

③議 決 権 要 件 農業関係者の持つ議決権が、総議決権の過半を占めること 

≪農業関係者≫・法人の行う農業に常時従事する個人 

・農地の権利を提供した個人 

・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し

付けている個人 

・基幹的な農作業を委託している個人 

・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会 

④役 員 要 件 ・役員の過半がその法人の農業に常時従事（原則年間 150 日 

以上）する構成員※２であること 

・役員又は重要な使用人の１人以上が、その法人の行う農業

に必要な農作業に従事（原則年間 60 日以上）すること 

※２ 株式会社：役員、農事組合法人：組合員、持分会社：社員 
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（３）農地を借りたい場合の要件（解除条件付き貸借の要件） 

    農地所有適格法人以外が農地を借り入れる場合は、（１）基本的な要件に加え、

以下の①から③までの要件を満たすことが必要です。 

    なお、法人形態についての定めはありません。 

  
①貸借契約に解除条件が付されていること 

 解除条件の内容：農地を適切に利用していない場合に契約を解除すること 

 なお、万が一撤退する場合に備え、解除条件のほか、契約書に次に掲げる 

事項を明記します。 

・ 原状回復の義務及び費用は誰が負うのか 

・ 原状回復されないときの損害賠償や中途解約の違約金支払いの取決め 

②地域における適切な役割分担をもとに継続的・安定的に農業を行うこと 

 役割分担の内容：集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への 

参画など 

 継続的・安定的の内容：機械や労働力の確保状況から、農業経営を長期的に

継続して行う見込みがあること 

③  

 重要な使用人の内容：役職の名称は問わず農業に関する権限と責任を有し、

地域との調整役として責任を持って対応できる者 

 農業の内容：農作業に限らず、マーケティング等の経営や企画に関するもの 

でも可 

※ 注意  農地所有適格法人は毎年「報告書」の提出が必要です。 

農地所有適格法人の要件適合の確認をするため、毎事業年度終了後、３か月

以内に、農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を記載した報

告書を提出することが義務付けられています。（農地法第６条第１項） 

報告が無い場合や、虚偽の報告をした場合、罰則規定があります。（農地法第

６８条）忘れずにご提出ください。 
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４ 農地の権利移動の手順について 
    農地の権利移動にあたっては、以下の農地法、農業経営基盤強化促進法又は

農地中間管理事業の推進に関する法律のいずれかの法律に基づく許可等を得る

必要があります。 

詳しくは、参入を予定している市町村の農業委員会に相談してください。 

（１）農地法に基づく手順 

農地法による権利移動の手続きは、農地所有者と耕作者との間で契約を締結

し、その後、許可の申請を行います。農業委員会による許可を受けると農地の  

権利移動の効力が生じます。 

 

 

 

 

（２）農業経営基盤強化促進法に基づく手順 

農業経営基盤強化促進法では、市町村が当事者の申し出に基づく農用地利用

集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告・利用権設定の効力が生じます。 

 

 

 

 

 

 

（３）農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく手順 

農地中間管理事業では、農地中間管理機構（以下、「機構」という。）が借受 

希望者（受け手）を公募し、貸出希望者とのマッチング・農用地利用配分計画

を作成します。この配分計画を県が認可・公告することにより利用権設定の  

効力が生じます。 

 

 

 

 

 

 

このほか、貸出希望者と借受希望者のマッチングが事前に整っている場合、

農業経営基盤強化促進法により機構を通して利用権設定する手法もあります。 

当事者間の

契約締結 

農業委員会に対する

許可申請 

農業委員会

による許可 

農地所有者 

からの申し出 
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５ 千葉県における企業参入の推進体制について 
 

（１）千葉県における企業参入の推進体制 

千葉県では、農業参入に意欲のある企業に対し、農林水産部担い手支援課を  

総合窓口として、随時相談を受け付けているほか、関係機関等と連携して、下図

のような体制・役割分担で対応しています。また、参入後も、県内１０か所の    

農業事務所が栽培技術等の相談に対応しています。 

 

千葉県における企業参入の推進体制 
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役割分担 

① 企業参入の総合窓口、情報共有、関係機関の調整に関すること 

……県担い手支援課経営体育成班 

② 農地中間管理事業、企業向け農地情報に関すること 

……(公社)千葉県園芸協会（農地中間管理機構） 

③ 農地所有適格法人の要件の助言、農業員委員会との調整に関すること 

……(一社)千葉県農業会議 

④ 農地利用集積、耕作放棄地対策に関すること 

……県農地・農村振興課農地集積推進室 

⑤ 農地の売買・賃貸借に関すること ············ 県農地・農村振興課農地調整班 

⑥ 地域の企業参入に関すること ······················ 県農業事務所企画振興課 

⑦ 営農計画作成、栽培技術等に関すること ············ 県農業事務所改良普及課 

⑧ 市町村域の企業参入に関すること ························ 市町村農政担当課 

⑨ 市町村域の農地の売買・賃貸借の許可に関すること ········ 市町村農業委員会 

 

（２）千葉県農地集積情報データベース 

  千葉県では、企業に貸すことができる県内の農地情報について、公益社団法人 

千葉県園芸協会（千葉県農地中間管理機構）のホームページ上で公開しています。 

  詳細については、以下のサイトをご覧ください。 

 

 

  

 

【URL】http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech̲infoforcompany.html 
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６ 巻末資料 

（１）千葉県農産物の全国ランキング(令和元年) 

（２）ちばの旬（青果物）＜作物カレンダー＞ 

（３）ちばの旬（花き）＜作物カレンダー＞ 

（４）ちば食材マップ 

（５）ちば花・植木マップ 

（６）農業経営実施計画書 

（７）公益社団法人千葉県園芸協会「農業無料職業紹介事業」 

（８）関係機関一覧 

（９）５４市町村と県農業事務所の位置図 
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（１）千葉県農産物の全国ランキング(令和元年) 

 

全国第 1位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第２位 第３位 

ねぎ 151 億円 11 % 埼玉県 茨城県 山武、横芝光、柏 

日本なし 91 億円 14 % 鳥取県 茨城県 白井、市川、鎌ケ谷 

だいこん 94 億円 12 % 北海道 青森県 銚子、旭、市原 

らっかせい(からつき) 72 億円 84 % 茨城県 神奈川県 八街、千葉 

さやいんげん(未成熟) 50 億円 19 % 北海道 福島県 山武、香取 

かぶ 32 億円 28 % 埼玉県 青森県 柏、東庄 

しゅんぎく 17 億円 12 % 群馬県 大阪府 旭、野田 

マッシュルーム 20 億円 33 % 山形県 茨城県 香取、旭 

なばな 11 億円 31 % 徳島県 香川県 南房総、鋸南 

みつば 11 億円 16 % 茨城県 愛知県 旭、東庄 

ストック 6 億円 33 % 山形県 鳥取県 南房総、館山 

かいわれだいこん 6 億円 38 % 福岡県 北海道  

 

全国第 2位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第３位 

鶏卵 326 億円 7 % 茨城県 鹿児島県 いすみ、旭、香取 

かんしょ 176 億円 18 % 茨城県 鹿児島県 成田、香取、多古 

にんじん 102 億円 22 % 北海道 徳島県 富里、八街、山武 

すいか 70 億円 13 % 熊本県 山形県 富里、八街、山武 

えだまめ(未成熟) 41 億円 11 % 山形県 群馬県 野田、松戸 

さといも 37 億円 11 % 埼玉県 宮崎県 八街、富里、山武、いすみ 

スイートコーン 31 億円 9 % 北海道 茨城県 山武、銚子、旭 

そらまめ(未成熟) 8 億円 15 % 鹿児島県 茨城県 山武、南房総 

ししとう 7 億円 11 % 高知県 和歌山県 旭、南房総 

びわ 7 億円 21 % 長崎県 鹿児島県 南房総、館山、鋸南 
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全国第 3位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 

ほうれんそう 70 億円 8 % 埼玉県 群馬県 野田、香取、船橋 

キャベツ 70 億円 8 % 愛知県 群馬県 銚子、旭、野田 

しょうが 26 億円 11 % 高知県 熊本県 八街・富里・成田 

やまのいも 26 億円 6 % 北海道 青森県 多古、佐倉、香取 

街路樹苗木 6 億円 19 % 愛知県 三重県 匝瑳 

洋ラン(切り花) 2 億円 7 % 徳島県 埼玉県 南房総、富津 

しろうり 1 億円 14 % 愛知県 徳島県 旭、成田 

ベゴニア(鉢) 1 億円 17 % 愛知県 岐阜県  

 

全国第 4位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

豚 442 億円 7 % 鹿児島県 宮崎県 北海道 旭、成田、東庄 

洋ラン（鉢） 25 億円 7 % 愛知県 福岡県 埼玉県 旭 

ごぼう 14 億円 7 % 青森県 宮崎県 鹿児島県 富里、八街、香取 

切り枝 12 億円 7 % 茨城県 静岡県 福島県  

カーネーション 8 億円 8 % 長野県 愛知県 北海道 南房総、鋸南 

パセリ 3 億円 8 % 長野県 茨城県 福岡県 旭 

スターチス 1 億円 2 % 和歌山県 北海道 長野県 鋸南、南房総 

 

全国第 5位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

トマト 92 億円 4 % 熊本県 北海道 愛知県 旭、富里、八街 

きゅうり 73 億円 6 % 宮崎県 群馬県 福島県 旭、大網白里 

生乳 226 億円 3 % 北海道 栃木県 熊本県 南房総、香取 

乳牛 43 億円 3 % 北海道 栃木県 熊本県 南房総、香取 

ばれいしょ 31 億円 3 % 北海道 鹿児島県 長崎県 八街、富里、香取 

観葉植物(鉢) 6 億円 5 % 愛知県 静岡県 三重県 東庄、香取 

ブルーベリー 2 億円 6 % 東京都 茨城県 長野県  

パンジー(花き苗) 2 億円 4 % 埼玉県 神奈川県 奈良県  
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全国第 6位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

こまつな 14 億円 5 % 茨城県 埼玉県 福岡県 千葉、船橋、松戸 

かぼちゃ 12 億円 5 % 北海道 鹿児島県 宮崎県 横芝光、芝山 

庭園樹苗木 9 億円 6 % 三重県 福岡県 愛知県 匝瑳 

ガーベラ 2 億円 5 % 静岡県 福岡県 長崎県 旭、白子 

切り葉 1 億円 3 % 東京都 鹿児島県 沖縄県  

 

全国第 7位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

ゆり 8 億円 4 % 新潟県 高知県 埼玉県 鴨川、富里、旭 

チンゲンサイ 3 億円 3 % 茨城県 静岡県 愛知県 柏、銚子、旭、千葉 

セルリー 2 億円 3 % 長野県 静岡県 福岡県 館山、南房総 

にんにく 2 億円 1 % 青森県 北海道 香川県  

 

全国第 8位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

米 689 億円 4 % 新潟県 北海道 秋田県 香取、旭、成田 

メロン 26 億円 4 % 茨城県 熊本県 北海道 旭、銚子、山武 

花木類（鉢） 5 億円 4 % 愛知県 新潟県 岐阜県  

 

全国第 9位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

いちご 65 億円 4 % 栃木県 福岡県 熊本県 旭、山武 

れんこん 5 億円 2 % 茨城県 徳島県 佐賀県 成田、長南 

シクラメン(鉢) 4 億円 6 % 愛知県 長野県 栃木県  

ふき 1 億円 4 % 愛知県 大阪府 群馬県 富津、茂原 

非結球つけな 1 億円 2 % 長野県 埼玉県 徳島県 香取、南房総 

 
全国第 10 位 

品   目 産出額 
全国に 
占める 
割 合 

上  位  県 
県 内 主 要 産 地 

第１位 第２位 第３位 

にら 9 億円 3 % 高知県 栃木県 茨城県 香取、山武 

きょうな 3 億円 2 % 茨城県 京都府 福岡県  

いちじく 2 億円 3 % 愛知県 和歌山県 福岡県 市原、袖ケ浦 

 (資料：令和元年農業産出額及び生産農業所得（農林水産省）) 
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全国ランキング上位品目 過去 5年間の推移（産出額） 

品   目 平成 27 年 28 年 29 年 30 年 令和元年 前年比 

ねぎ 1 1 1 1 1 → 

ほうれんそう 1 1 1 1 3 ↓ 

日本なし 1 1 1 1 1 → 

だいこん 2 1 1 3 1 ↑ 

にんじん 2 2 1 2 2 → 

らっかせい(からつき) 1 1 1 1 1 → 

さやいんげん(未成熟) 1 1 1 1 1 → 

えだまめ(未成熟) 1 1 1 2 2 → 

かぶ 1 1 1 1 1 → 

しゅんぎく 1 1 1 1 1 → 

マッシュルーム 1 1 1 1 1 → 

みつば 1 1 1 1 1 → 

ストック 1 1 1 1 1 → 

鶏卵 2 2 2 2 2 → 

かんしょ 2 2 2 2 2 → 

すいか 2 2 2 2 2 → 

さといも 2 2 2 2 2 → 

しょうが 2 2 2 2 3 ↓ 

スイートコーン 2 2 2 2 2 → 

そらまめ(未成熟) 2 2 2 2 2 → 

ししとう 2 2 2 2 2 → 

なばな 1 1 2 2 1 ↑ 

びわ 2 2 2 2 2 → 

街路樹苗木 2 2 2 2 3 ↓ 

かいわれだいこん - - 2 1 1 → 

しろうり - 2 2 2 3 ↓ 

豚 3 3 3 3 4 ↓ 

キャベツ 3 3 3 3 3 → 

パセリ 1 1 3 3 4 ↓ 

ガーベラ 3 3 3 3 6 ↓ 

洋ラン(切り花) 2 3 3 3 4 ↓ 

ベゴニア(鉢) - - 3 3 3 → 

トマト 4 5 4 5 5 → 

やまのいも 4 4 4 3 3 → 

切り枝 7 4 4 2 4 ↓ 

カーネーション 4 4 4 4 4 → 

切り葉 5 5 4 2 6 ↓ 

パンジー(花き苗) 4 3 4 3 5 ↓ 

スターチス 4 4 4 4 4 → 

生乳 5 5 5 4 5 ↓ 

きゅうり 5 4 5 5 5 → 

乳牛 7 6 5 5 5 → 

ばれいしょ 5 5 5 5 5 → 

かぼちゃ 5 5 5 6 6 → 

観葉植物（鉢） 5 5 5 5 5 → 

シクラメン(鉢) 6 7 5 7 9 ↓ 
 



上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

だいこん

かぶ

にんじん

ごぼう

れんこん

さつまいも

ばれいしょ

さといも

やまといも

キャベツ類

ほうれんそう

こまつな

ねぎ

こねぎ

わけねぎ

しゅんぎく

にら

なばな

たまねぎ

葉たまねぎ

さやいんげん

さやえんどう

そらまめ

えだまめ

らっかせい

とうもろこし

レタス類

非結球レタス

サラダ菜

出始め及び終盤 潤沢期 旬(特に美味）

（２）ちばの旬（青果物）

銚子市、旭市、成田市、
山武市、市原市、富里市、
袖ケ浦市、八街市

柏市、東庄町、松戸市

富里市、八街市、船橋市、
山武市、成田市、香取市、
千葉市

９月 １０月 １１月 １２月
主産地品目

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

八街市、富里市、芝山町

八街市、富里市、山武市

多古町、佐倉市、旭市、
香取市

富里市、八街市

成田市、長南町、旭市

香取市、成田市

柏市、松戸市、山武市、
横芝光町、茂原市

白子町、旭市

東金市、松戸市

銚子市、旭市、野田市

野田市、柏市、船橋市、
千葉市

千葉市、船橋市、松戸市、
柏市

白子町、大網白里市

白子町

市原市、袖ケ浦市、香取
市、山武市

旭市、野田市

香取市、山武市

南房総市、鋸南町、館山市

八街市、千葉市、佐倉市、
富里市、山武市、市原市、
袖ケ浦市

山武市、銚子市、旭市、
横芝光町

旭市、館山市、袖ケ浦市

南房総市、市原市、山武
市、袖ケ浦市

山武市、南房総市、千葉市

野田市、松戸市、船橋市、
君津市、鴨川市

旭市、木更津市

白子町、千葉市、君津市、
東金市

16



上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

パセリ

ブロッコリー

セルリー

トマト

ミニトマト

きゅうり

なす

ピーマン

ししとう

かぼちゃ

ふき

糸みつば

葉しょうが

根しょうが

みょうが

せり

しろうり

チンゲンサイ

エシャレット

ズッキーニ

たけのこ

マッシュルーム

すいか

メロン

いちご

びわ

なし

いちじく

温州みかん

ブルーベリー

キウイフルーツ

出始め及び終盤 潤沢期 旬(特に美味）

品目
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 １２月

主産地

旭市

旭市、山武市、船橋市

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

旭市、山武市、一宮町

野田市、九十九里町

匝瑳市

館山市、南房総市

旭市、白子町、一宮町、
八街市、富里市、銚子市

旭市、匝瑳市

旭市、東庄町、野田市

八街市、成田市、多古町

八街市、富里市、千葉市

旭市、南房総市、鋸南町

旭市、横芝光町

富津市､茂原市、いすみ市

柏市、銚子市、旭市、
千葉市

山武市

旭市

君津市、大多喜町

匝瑳市

旭市、成田市

銚子市、旭市、一宮町

旭市、山武市、館山市

南房総市、館山市、鋸南町

長柄町、大多喜町、勝浦市

旭市、香取市

富里市、八街市、山武市、
芝山町

木更津市、君津市、成田
市、
柏市、千葉市、

勝浦市、大多喜町、いすみ
市

白井市、市川市、鎌ケ谷
市、船橋市、市原市、松戸
市、八千代市、香取市、柏
市、一宮町、いすみ市

市原市、袖ケ浦市、君津
市、香取市、東金市、山武
市、木更津市

南房総市、鴨川市
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表の見方 出始め及び終盤 潤沢期

アイスランドポピー 館山市、南房総市

きんぎょそう
（スナップ）

南房総市、鴨川市、館山市、鋸南
町

ガーベラ 旭市、白子町

きく（小菊）

 6月5月4月3月 8月7月2月1月 12月10月9月 主な産地11月

南房総市、館山市、鴨川市

旭市、芝山町

君津市

南房総市、旭市

鋸南町、鴨川市、南房総市、富津
市

旭市

館山市、南房総市、旭市、東金市
他

南房総市

東葛飾地域、芝山町

南房総市

鴨川市、茂原市、君津市

南房総市

館山市、南房総市、鴨川市、いすみ
市、君津市、芝山町

南房総市、館山市

富津市

けいとう

菜の花

バラ

デルフィニウム

館山市、南房総市、旭市、芝山町

アネモネ 君津市、富津市

カラー（畑地）

アスター

君津市、芝山町

南房総市

（３）ちばの旬（花き）

切
　
花

カーネーション

千日紅

アイリス

アンスリウム

カラー（湿地性）

鋸南町、南房総市、ほか県内各地

きんせんか

南房総市、館山市、芝山町、旭市
きく（輪菊・ピンポンマ
ム）

南房総市、東庄町、芝山町、銚子
市

サンダーソニア 芝山町

ひまわり

館山市、南房総市、鋸南町

宿根かすみそう

日本水仙

スターチス
（シヌアータ）

ストレリチア

ストック

トルコギキョウ

きく（スプレーマム）

18



表の見方 出始め及び終盤 潤沢期

コニファー類 県内全域

ペチュニア類 県内全域

ポインセチア 県内全域

カーネーション 県内全域

鴨川市、南房総市

実
物
・
枝
葉
物
類

ハイドランジア
（西洋アジサイ）

県内全域

南房総市

南房総市

館山市、鴨川市

とうがらし類

ニューサイラン

ユーカリ

ソテツ 安房地域全域

館山市、旭市、一宮町、東庄町千両

南房総市、鴨川市

シクラメン 県内全域

ハラン 南房総市、鋸南町

富里市、鴨川市、南房総市、旭
市、佐倉市

鴨川市

サルビア類 県内全域

洋らん
（コチョウラン）

県内全域

プリムラ類

カナリヤナス

エラチオールベゴニ
ア

県内全域

リューコ・コリーネ

洋らん
（シンビジウム）

県内全域

3月1月 12月 主な産地

マトリカリア

品目

切
　
花

県内全域

館山市、いすみ市

芝山町

旭市

南房総市

アカシア

ユリ
（鉄砲百合）

2月 4月 10月5月 6月 7月 9月

南房総市

11月8月

ラナンキュラス

ユリ
（オリエンタル・LA他）

鴨川市、南房総市、旭市、芝山町

花
壇
苗
・
そ
の
他

パンジー・ビオラ 県内全域

鉢
花

洋らん
（カトレア）

県内全域

シマトネリコ 県内全域

ホワイトレースフラ
ワー

紅花
（カルサムス）

フリージア
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（４）ちば食材マップ 
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（５）ちば花・植木マップ 



（６）農業経営実施計画書（参考様式） 

農業経営実施計画書 
  年  月  日 

 

農 業 経 営 実 施 計 画 

①目標とする営農類型  

 

② 

農

業

経

営

規

模

に

関

す

る

事

項 

作物等名 

当 初 計 画 目標（  年） 

作付面積又は飼養

頭数 a・㎡・頭 

生産量 

Kg・t・ﾊﾟｯｸ・箱 

作付面積 

飼養頭数 
生産量 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

面積合計 
延面積 

実面積 
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③ 

農

業

経

営

規

模

の

状

況 

 

経

営

耕

地 

区分 地 目 
所 在 地 

市町村・大字 

当初面積 

ａ・㎡ 
目標（  年） 

 

借入 

予定地     

 

購入 

予定地 
    

 

作

業

受

託 

作  目 作業内容 
当初計画 

ａ・㎡ 
目標（  年） 

    

その他

の関連

付帯事

業 

事業名 内  容 当初計画 目標（  年） 

    

 

④ 

機

械 

・

施

設

の

内

容 

 

申

請

時

の

機

械 

・

施

設 

減価償却に該当する機

械・施設（トラクター

等農業機械、温室作業

場等施設） 

型式、性能、規模及びその台数 

計画時の状況 

台・㎡・棟 

取得方法及び金額 

自己資金、ﾘｰｽ、借入金 

借入金・ 

ﾘｰｽ 借入先 

 

 

取得方法 金額  円 

 

 

23



 
 

⑤
借
入
金
の
場
合
の 

借
入
先 

借 入 先 金  額 融資確認の状況 

 

円 

 

 

⑥ 

農

業

労

働

力 

氏名 

（農地所有適格法

人の構成員） 

年

齢 

経営主との

続柄等 
住 所 

年間農業従事日数（日） 

申請時の計画 見通し 

  代表取締役    

  取締役    

  取締役    

  株主    

  株主    

      

      

      

      

      

      

      

常時雇（年間） 実人数 申請時 人 延日数 人日 

臨時雇（年間） 実人数 申請時 人 延日数 人日 
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⑦ 

農 

作

物

の

栽

培

計

画 

作物名 作業着 耕耘整地  防除・除草  定植  防除・除草  収穫  
延日

数 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  
 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 月～ 月 

（  日） （  日） （  日）（  日） （  日） 
日 

  合計日数  延      日 
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⑧ 

生

産

物

の

販

売

計

画 

作物名 販 売 先 数量 単価 売上金額 

    円 

    円 

    円 

    円 

    円 

    円 

    円 

合計    円 

 
⑨ 

経

費

計

画 

項 目 金  額 算 出 根 拠 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

合計   
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⑩ 

農

業

研

修

の

状

況 

研修者名 研修期間 研修内容 研修先 

    年 月～   年 月   

    年 月～   年 月   

    年 月～   年 月   

    年 月～   年 月   

 

⑪ 

作

物

の

栽

培

方

法 

作物名 栽培方法（慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培等） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 慣行栽培・減農薬減化学肥料栽培・有機栽培・その他（     ） 

 

⑫ 

集

落

活

動

の

参

加

計

画 

参入集落の行事等内容（集落話合活

動、農道水路等共同利用施設の維持管

理活動等 

集落活動参加に係る確認内容 

（参加の有無・集落との確認状況等） 
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（７）公益社団法人千葉県園芸協会「農業無料職業紹介事業」 
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（８）関係機関一覧 

機関名 住所 電話番号 所掌事務 

千
葉
県
農
林
水
産
部 

 

担い手支援課 

経営体育成班 千葉市中央区 

市場町１－１ 

県庁本庁舎 17 階 

043(223)2905 
企業参入全般 

（総合窓口） 

農地・農村振興課 

農地集積推進室 
043(223)2862 

農地利用集積、 

耕作放棄地対策 

農地調整班 043(223)2831 農地の売買・賃貸借 

千
葉
県
農
林
水
産
部(

出
先
機
関)

 

千葉農業事務所 
千葉市緑区 

大金沢町 473-2 

043(300)1985 

企画振興課（上段） 

地域の企業参入支援 

 

改良普及課（下段） 

営農計画作成、 

栽培技術等の支援 

043(300)0950 

東葛飾農業事務所 
柏市高田 990-1 04(7143)4121 

柏市柏 255-1 04(7162)6151 

印旛農業事務所 
佐倉市 

鏑木仲田町 8-1 

043(483)1129 

043(483)1124 

香取農業事務所 
香取市 

佐原イ 92-11 

0478(52)9192 

0478(52)9195 

海匝農業事務所 
旭市ニ 1997-1 0479(62)0156 

0479(62)0334 

山武農業事務所 
東金市東新宿 1-11 0475(54)1122 

0475(54)0226 

長生農業事務所 
茂原市茂原 1102-1 0475(22)1751 

0475(22)1771 

夷隅農業事務所 
大多喜町猿稲 14 0470(82)4956 

0470(82)2213 

安房農業事務所 
館山市北条 402-1 0470(22)7131 

0470(22)8132 

君津農業事務所 
木更津市 

貝渕 3-13-34 

0438(25)0107 

0438(23)0299 

一般社団法人 

千葉県農業会議 千葉市中央区 

市場町１－１ 

県庁南庁舎９階 

043(223)4480 

農地所有適格法人の

要件の助言、 

農業委員会との調整 

公益社団法人 

千葉県園芸協会 

（農地中間管理機構） 

043(223)3011 

農地中間管理事業、 

企業向け農地情報 
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（９）５４市町村と県農業事務所の位置図 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
海匝農業事務所（分庁舎） 
企画振興課・改良普及課 
旭市ニ 1997-1  

香取農業事務所（香取合同庁舎内） 
企画振興課・改良普及課 
香取市佐原イ 92-11 

山武農業事務所（山武合同庁舎内）
企画振興課・改良普及課 
東金市東新宿 1-11 

安房農業事務所（安房合同庁舎内） 
企画振興課・改良普及課 
館山市北条 402-1 

君津農業事務所（君津合同庁舎内） 
企画振興課・改良普及課 
木更津市貝渕 3-13-34 

千葉市 

銚子市 市
川
市 

船橋市 

館山市 

木更津市 

松戸市 

野田市 

香取市 

茂原市 

成田市 

佐倉市 

東金市 

匝瑳市 

旭市 

習志野市 

柏市 

勝浦市 

市原市 

流
山
市 

八
千
代
市 

我孫子市 

鴨川市 

鎌ヶ谷市 

君津市 
富津市 

浦安市 
四街道市 

袖ヶ浦市 

八
街
市 

印西市 
白井市 

酒々井町 富里
市 

栄町 

神崎町 

多古町 

東庄町 

大網白里市 九十九里町 

山武市 

横芝光町 

芝山町 

一宮町 睦沢町 

長生村 

白子町 長柄町 

長南町 

大多喜町 

いすみ市 

御宿町 

鋸南町 

南房総市 

東葛飾農業事務所 
企画振興課 柏市高田 990-1 
改良普及課 柏市柏 255-1 

 
印旛農業事務所（印旛合同庁舎内） 
企画振興課・改良普及課 
佐倉市鏑木仲田町 8-1 
 

千葉農業事務所（分庁舎） 
企画振興課・改良普及課 
千葉市緑区大金沢町 473-2  

夷隅農業事務所（夷隅合同庁舎内） 
企画振興課・改良普及課 
夷隅郡大多喜町猿稲 14 
 

長生農業事務所（長生合同庁舎内）
企画振興課・改良普及課 
茂原市茂原 1102-1 

県庁 


